
目標値
（平成26年度)

1
県内総生産額（農林水産業を除
く）

県民経済計算の県内総生産（生産側）の「産業」の合計か
ら、農林水産業に関するものを控除した額。企業等の生
産活動の成果を見ることができる指標。

経済活動別県内総生産（実質：連鎖
方式）の（１　産業の合計額）－（(1)
農林水産業の合計額） 4兆5,926億円

（平成20年度）
4兆8,279億円 単年

平成15年度から、世界同時不況が発生した平
成20年度の前年度の平成19年度までの５年間
の平均値（４兆8,279億円）を目標として設定す
る。

県民経済計算

2 従業者1人当たりの付加価値額

県内の従業者４人以上の事業所における従業者1人当た
りの付加価値額（営業利益＋人件費＋減価償却費）。従
業員から提供される労働力がどの程度効率的に機能して
いるかを示し、企業の経営革新の進捗を確認できる指
標。

〔従業者4人以上の事業所の付加価
値額（従業者4～29人の事業所につ
いては粗付加価値額）〕／同事業所
の全従業者数

12,706千円
（平成22年）

12,950千円
（平成26年）

単年

平成15年から世界同時不況が発生した平成20
年の前年の平成19年までの５年間の平均値
（12,950千円）を目標として設定する。

工業統計調査（経
済産業省）

3 商店街における空き店舗率

県内の商店街の店舗数に対する空き店舗数の割合。県
内商業の活性度を示すとともに、商店街の停滞状況から
の脱却度合いを定量的に示す指標。

空き店舗数／県内の商店街店舗数
×100 18.4％

（平成21年度）
18.0％

郊外型大型店の増加等に伴い、空き店舗率の
改善は難しい状況であるが、施策の効果を考
慮し0.4％の改善を目標値として設定する。

県調査（「商店街
実態調査」）

4
企業（工場）立地件数
（人口１０万人当たり）

製造業、電気業、ガス業、熱供給業のための工場又は事
業場を建設する目的をもって取得された1,000m2以上の
用地の件数。県内への企業誘致の成果を示す指標。

用地の件数／県人口×100,000
0.54件
（平成22年度） 0.61件 単年

国内産業の空洞化が進展する中で、企業立地
に地理的ハンディを持つ本県としては、全国平
均の現状値を目標とする。

工場立地動向調
査
（経済産業省）

5
企業立地に伴い雇用が確保さ
れた人数

平成13年度以降の企業立地に伴い雇用が確保された人
数。企業誘致による雇用拡大や地域経済活性化の成果
を示す指標。

実数
3,985人
（平成22年度)

4,385人 累計

年間の立地件数をコールセンター1件、製造・
卸売り業3件と仮定した場合に想定できる年間
100人の増加を目標とする。

県調査

6 企業立地に伴う投資額

平成13年度以降の企業立地に伴い投資された金額。企
業誘致による雇用拡大や地域経済活性化の成果を示す
指標。

実数
54,526百万円
（平成22年度）

60,526百万円 累計

年間の立地件数をコールセンター1件、製造・
卸売り業3件と仮定した場合に想定できる年間
15億円の増加を目標とする。

県調査

7
貿易取引、海外進出・提携等の
国際取引を実施または検討して
いる企業数

県内企業のうち、貿易取引、海外進出・提携等の国際取
引を実施または検討している企業数。県内企業全体の海
外展開の成果を示す指標。

実数

430社
（平成22年度）

450社 単年

景気低迷や円高の影響等により企業数が減
少する中ではあるが、地域商社等の取組みに
より、新たに国際取引を開始する事業者を支
援し、平成22年度対比で５％増を目標とする。

愛媛県国際取引
企業リスト
（ジェトロ愛媛・愛
媛県産業貿易振
興協会）

8
県内港湾における貿易コンテナ
取扱量

県内港湾における貿易コンテナ取扱量の合計（1TEUは、
20フィートコンテナ1個分）。県内企業における貿易の状況
を示す指標。

実数

118,190TEU
（平成22年度）

121,700TEU 単年

世界経済の影響や国際コンテナ戦略港湾（特
に阪神港）の動向など、予測困難な面もある
が、今後のアジア経済の伸展等から、平成22
年対比で３％増を目標とする。

県調査

9
追加

海外に販売拠点を持つ企業の
海外拠点数

県内企業のうち、海外に販売拠点を持つ企業の拠点数。
県内企業における海外での販路開拓・拡大活動の状況を
示す指標。

実数

66箇所
(平成22年度） 70箇所 単年

各企業の販売戦略によって大きく左右される
ほか、その性質上、拡充も再編も頻繁に行わ
れることから、平成22年度対比で５％の増加を
目標とする。

愛媛県内企業の
海外進出状況に
ついて
（いよぎん地域経
済研究センター）

10
(財)えひめ産業振興財団ビジネ
スサポートオフィスの創業支援
による開業数

（財）えひめ産業振興財団ビジネスサポートオフィスの創
業支援による開業数。創業・企業支援の成果を示す指
標。

実数
106件
（平成22年度）

126件 累計

直近の平均増加件数が5件程度であることか
ら、年間５件、累計で126件を目標とする。

県調査

11
産学官連携や農商工連携によ
り事業化された件数

産学官連携や農商工連携による研究成果を活用して製
品化されたもののうち、企業において販売実績のあった
件数の合計。販売実績があった製品件数の多寡が施策
効果に直結しており、産学官連携推進事業等による新製
品開発の成果を示す指標。

実数

21件
（平成22年度）

89件 累計

過去の実績から年目標を推計（産学官2件/
年、農商工15件/年）して、H22からH26年度ま
での累計を目標値として設定する。

県調査

12
試験研究で得られた技術のうち
県内企業に技術移転された件
数

工業系試験研究機関での試験研究で得られた技術のう
ち、県内企業に技術移転した件数。試験研究機関で研究
開発した技術が県内企業に技術移転され、有効活用され
ることが県内企業の技術革新に繋がることから、試験研
究に係る成果を示す指標。

実数

138件
（平成22年度）

180件 累計

過去の実績を踏まえ、年間10件程度を目標と
する。

県調査

13 県内特許権登録件数

県内の特許権登録実件数。愛媛県知的財産戦略（H19年
５月策定）に掲げる努力目標の一つであるとともに、県内
における技術層の厚さを示す指標。

実数

968件
（平成22年）

全国平均値以上
（平成26年）

累計

愛媛県知的財産戦略において、当戦略の推進
を通じて、全国順位で中位以上を確保できる
全国平均程度の数値の達成に向けて努力す
るとしているため。全国平均の実件数は、人口
１万人当たりの全国平均数値に愛媛県の人口
を乗じて算出している。（平成22年の全国平
均：2,088件）

特許行政年次報
告書
（特許庁）

14 県の完全失業率

労働力人口に占める完全失業者数の割合（年平均）。県
内の雇用情勢全体を示す指標。

完全失業者数／労働力人口×100

4.5％
（平成22年）

3.9％
（平成26年）

リーマンショックの影響を受けていない、いざな
み景気後半の３年間（平成１７年～平成１９年）
の平均値の水準まで完全失業率を引き下げる
ことを目標とする。

労働力調査
（総務省）

15 県の有効求人倍率

ハローワークに申し込んでいる求職者数に対する求人数
の割合。１人の求職者に対してどれだけの求人があるか
を示すものであり、県内の雇用情勢全体を示す指標。

有効求人数／有効求職者数

0.65倍
（平成22年度）

0.87倍

リーマンショックの影響を受けていない、いざな
み景気後半の３年間（平成１７年度～平成１９
年度）の平均値の水準まで、有効求人倍率を
引き上げることを目標とする。

愛媛労働局集計

高校97.0％
（平成22年度）

高校98.2％

大学92.2％
（平成22年度）

大学93.2％

17
高等技術専門校における就職
率

県立高等技術専門校における施設内訓練生の就職率。
求職者については、技能を修得し、就職することが目的と
なるため、産業人材力の強化と就職支援の成果を示す指
標。

求職者を対象とした訓練における訓
練修了3ヵ月後の就職者／（訓練修
了者+途中退校就職者）×100

78.2％
（平成22年度）

80.0％

国の「新成長戦略」（平成22年6月18日閣議決
定）における公共職業訓練受講者の就職率の
目標値（施設内80％）と同数を目標とする。 県調査

削除 個別労働紛争あっせん件数

労使間で生じた紛争に対するあっせん件数。労働者が働
きやすい職場環境づくりへの取組みの成果を示す指標。

実数

12件
（平成22年度）

12件 単年

労使間の紛争の件数については、平成26年度
の経済状況等によりどう変動するかは予想で
きないため、目標値については平成22年度の
現状値とし、その年度の状況に応じ、発生した
紛争を速やかに処理していくこととしたい。

県調査

18
追加

育児休業取得率（女性）

県内民間事業所における女性の育児休業取得率（アン
ケート調査）。企業における仕事と家庭の両立支援への
取組みと労働者の就労継続の容易さを示す指標。

育児休業取得者数／１年間に出産
した労働者数×100 79.1％

（平成21年度）
85.0％

全国平均の現状値（83.7％）程度を目標とす
る。

県調査

19 えひめ子育て応援企業数

「えひめ子育て応援企業認証制度」に基づき認証された
企業の数。仕事と子育てが両立できる職場環境づくりへ
の取組み成果を示す指標。

実数

243社
（平成22年度） 420社 累計

平成23年度の認証ｻﾎ゚ ﾀー 1ー人当たりの認証企
業数は10社程度と推計されることから、平成24
年度の認証企業数の見込みは60社（ｻﾎ゚ ﾀー 6ー
人×10社＝60社）。平成25～26年は、認証ｻ
ﾎ゚ ﾀーｰによる専任体制がなくなることから、年
間の認証企業数を24年度の1/3と見込むこと
により目標値を設定した。
【H23末見込み320社、H24　60社、H25　20社、
H26　20社　　H26末　420社】

県調査

20 新規農業就業者数

一年間で県内において新たに農業に就業した人数。新た
な担い手の掘り起こしによる担い手不足の解消や生産力
の向上を示す指標。

実数

113人
（平成22年度）

130人
（平成27年度）

単年

「えひめ農業振興プラン2011」において、県内
12広域営農圏ごとの目標数値の合計（118人）
に、県としての施策効果を考慮し設定。

県調査（動向調
査）

21 認定農業者数

経営改善計画を策定し、市町長の認定を受けた農業者の
数。経営改善に意欲的な農業者の動向を把握し、活性化
の状況を示す指標。

実数

4,876経営体
（平成22年度）

5,161経営体
（平成27年度） 累計

「えひめ農業振興プラン2011」において、県内
12広域営農圏ごとの目標数値を合計したも
の。

認定農業者、特定
農業法人及び特
定農業団体並び
に農用地利用改
善団体の実態に
関する調査（農林
水産省）

22 新規林業就業者数

一年間で県内において新規に林業参入した人数。新たな
担い手の掘り起こしによる担い手不足の解消や生産力の
向上を示す指標。

実数
135人
（平成22年度）

140人 単年

将来、計画する林業事業体等における年間事
業量（木材生産、造林・保育）に対し必要な年
間労働力を推計し目標値として設定。

県調査（県統計数
値。林野庁への報
告事項）

23 漁業就業者数

漁業に就業している人数。漁業における生産力の状況を
示す指標。

実数

9,913人
（平成21年度）

7,300人以上 累計

「水産えひめ振興プラン」において、減少傾向
を予測しており、施策効果による減少抑制を考
慮し、平成27年度には7,000人を確保する目標
を設定していることから、平成26年度の数値を
推計し設定。

県調査

24 農業産出額

農業生産活動によって生産された農産物や加工農産物を
金額として表したもの。金額ベースでの農業の生産状況
を示す指標。

実数

1,222億円
（平成21年度）

1,350億円
（平成27年度）

単年

「えひめ農業振興プラン2011」において、平成
27年には中四国９県で１位を目指すことを目標
に、平成20年度の数値1,356億円程度を設定。

生産農業所得統
計（農林水産省）

4 20 目標値の考え方
単年/
累計

指標名54施策 現状値指標の説明 算出式 データの出典

4）新産業の創
出と産業構造の
強化

5）若年者等の
就職支援と産業
人材力の強化

6）快適な労働
環境の整備

7)力強い農林水
産業を支える担
い手の確保

1

県内高校・大学新規卒業者の
就職決定率

No

16

3）戦略的な海
外展開の促進

1）地域に根ざし
た産業の振興

2）企業誘致・留
置の推進

2

リーマンショックの影響を受けていない、いざな
み景気後半の３年間（平成１７年度～平成１９
年度）の平均値の水準まで就職決定率を引き
上げることを目標とする。

愛媛労働局集計

就職希望者のうち就職が決定した割合。若年者の雇用情
勢を示す指標。

就職決定者数／就職希望者数×
100

第６次愛媛県長期計画に係る成果指標一覧表 資料②



目標値
（平成26年度)

4 20 目標値の考え方
単年/
累計

指標名54施策 現状値指標の説明 算出式 データの出典No

25
県内の木材（加工前の丸太の
状態）生産量

スギ・ヒノキを中心とする木材（加工前の丸太の状態）の
年間生産量。森林資源の活用を通じた森林整備・林業経
営の強化の状況を示す指標。

実数

453千m3
（平成22年度）

610千m3 単年

「えひめ森林・林業振興プラン」において、森林
資源の育成状況と施策効果（就業者数・機械
化等）により利用可能な木材量から、平成27年
度の目標値を650千m3と設定していることか
ら、平成26年度の数値を推計し設定。

木材統計調査（農
林水産省）

26 漁業生産額

漁業生産活動による生産物を金額で表したもの。金額
ベースでの漁業の生産状況を示す指標。

実数

870億円
（平成21年度）

1,090億円 単年

「水産えひめ振興プラン」において、過去の推
移及び施策効果（魚価の向上・生産能力の向
上）を考慮し、平成27年度の目標値を1,100億
円と設定していることから、平成26年度の数値
を推計し設定。

漁業・養殖業生産
統計年報（農林水
産省）

27 認定農業者等への農地利用集
積率

耕地に占める利用集積面積の割合。認定農業者等の担
い手への農地の利用集積の状況を示す指標。

（認定農業者・特定農業法人・特定
農業団体等への農地利用集積面
積）/耕地面積×100

37.4％
（平成22年度）

42.4％

「愛媛県農業経営基盤強化促進に関する基本
方針」において、認定農業者等への利用集積
の推移や施策効果を考慮し設定している平成
32年度の目標値（51％）から、平成26年度の数
値を推計し設定。

認定農業者、特定
農業法人及び特
定農業団体並び
に農用地利用改
善団体の実態に
関する調査、耕地
及び作付面積統
計（農林水産省）

28 水田・畑のほ場整備面積

県内における水田・畑を対象にしたほ場整備（耕地区画
の整備、用排水路の整備、土層改良、農道の整備、耕地
の集団化）実施面積。生産性の向上に向けた整備状況を
示す指標。

実数

19,474ha
（平成22年度）

20,000ha 累計

水田については、「愛媛県農業経営基盤強化
促進に関する基本方針」における担い手への
農地利用集積目標（51％）に必要なほ場整備
面積（16,400ha）から、平成26年度の数値を推
計し、設定。
畑については、年間20haを整備する計画であ
ることから平成26年度までの整備面積を推計
し、設定。

県調査

29
効率的な森林整備に向けた森
林の集約化・団地化面積

平成24年度から開始される森林経営計画（集約化・団地
化の計画）の作成面積を集計。計画の作成面積から集約
化・団地化に向けた取組みの状況を示す指標。

実数

- 39,000ha 累計

「えひめ森林・林業振興プラン」における平成
27年度の目標として掲げる間伐面積（9,500ha/
年）の実現に必要な集約化・団地化面積を算
出。

県調査

30 漁場整備面積

県や市町が実施する人工魚礁漁場、増殖場、つきいそ漁
場の整備面積を集計したもの。漁業の生産性向上に向け
た整備状況を示す指標。

実数
12,880ha
（平成22年度）

13,406ha 累計

県や市町が策定している漁場整備計画（年次
計画）に基づき、平成26年度までの整備面積
を526haと推計し、設定。

県調査

31 野生鳥獣による農作物被害額

野生鳥獣が農業者に与える損害を金額で直接的に示す
もの。鳥獣害対策による被害の軽減の程度を示す指標。

実数

435,889千円
（平成22年度）

365,000千円 単年

「第２次愛媛県イノシシ適正管理計画」におい
て被害額レベルを平成５年度の被害額程度
（被害が急増する以前の水準）に抑えることを
目標としていることや近年の被害状況を考慮
し、被害軽減に向けた平成26年度の目標値を
設定。

県調査

32 県農林水産研究所が開発した
新品種・新技術数

県の試験研究機関が研究成果として開発した新品種や新
技術の数。新品種や新技術の開発による産地化に向け
た取組みの状況を示す指標。

実数

25件
（平成22年度）

26件 単年

新品種の開発数や現場利用可能な技術開発
数は大きく変化するものではないが、研究開発
の積極的な推進によって、より多くの成果をあ
げることを目指し、現状より1件増加を目標とす
る。

県調査

33
新品種の栽培方法などの技術
マニュアルの作成率

開発した新技術のうちマニュアル化した技術の割合。新
技術の普及に向けた取組みの状況を示す指標。

マニュアル化した新技術数／開発し
た新技術数×100

72.0％
（平成22年度）

100％
新技術の普及を目指し、完全マニュアル化を
目指すため100％と設定。 県調査

34
「愛」あるブランド産品の年間販
売額の伸び率（対前年度比）

「愛」あるブランド産品の前年度に対する年間販売額の伸
び率。愛媛県を代表する産品として「愛」あるブランド産品
の販売額の向上と認知度の状況を示す指標。

（当該年度の年間販売額－前年度
の年間販売額）／前年度の年間販
売額×100

3.2％
（平成22年度） 5.0％

既存認定産品の販売促進活動等による増加
分と新規認定産品の純増分の効果を考慮し、
対前年度で５％/年程度増加させることを目指
す。

県調査（「愛」ある
ブランド産品販売
実績報告書）

35
追加

東京アンテナショップ新規取扱
商品数

東京アンテナショップで新規に取り扱った商品数。首都圏
での県産品の販路拡大状況を示す指標。

実数
164品
（平成22年度）

170品 単年

東京アンテナショップにおける愛媛県の商品数
は約900。そのうち、毎年170品を継続して新規
に取扱うことを目指す。

県調査（観光物産
協会から報告）

36
報道機関に対する記者発表件
数

知事や担当部局による新聞社やテレビ局などの報道機関
に対する記者発表件数。報道機関を通じた県関係情報の
発信状況を示す指標。

実数
92件
（平成22年度） 100件 単年

平成22年度実績の10％増を目標値に設定。
（92×1.1＝101≒100）

県調査

37
首都圏パブリシティ活動により
県の情報がメディア等に取り上
げられた件数

雑誌社やテレビ局などへの働きかけ等により、本県の情
報が取り上げられた件数。マス・メディアを通じた愛媛県
の魅力の発信状況を示す指標。

実数
90件
（平成22年度）

100件 単年

平成22年度実績の10％増を目標値に設定。
（90×1.1＝99≒100）

県調査

38
県ＨＰ（トップページ）へのアクセ
ス件数

ホームページが閲覧された回数。ホームページを通じた
県政情報の発信状況を示す指標。

実数
244,783件/月
（平成22年度） 260,000件/月 単年

平成18年度の数値から平成22年度の現状値
の伸び率5.6％に、0.4％を上積みした6％を適
用して設定。

県調査

39 観光客数

県内外からの観光客数。観光客誘致の成果を示す指標。 実数
24,730千人
（平成21年度）

26,620千人 単年

愛媛県観光振興基本計画の目標年次が平成
27年度であり、その目標値が27,000千人であ
るので、現状値からの期間６年で年割りして算
出。

県調査
（「観光客数とその
消費額」）

40 観光消費額

県内外からの観光客の消費額。観光客誘致の経済的な
成果を示す指標。

実数
1,035億円
（平成21年度）

1,100億円 単年

愛媛県観光振興基本計画の目標年次が平成
27年度であり、その目標値が1,113億円である
ので、現状値からの期間６年で年割りして算
出。

県調査
（「観光客数とその
消費額」）

41 外国人延宿泊者数

県内の主要宿泊施設において宿泊した外国人の数。外国
人観光客誘致の成果や、外国人の本県観光への指向性
を示す指標。

実数

40,900人
（平成22年度）

53,200人 単年

愛媛県観光振興基本計画の目標年次が平成
27年度であり、その目標値が57,000人である
ので、現状値からの期間５年で年割りして算
出。

宿泊旅行統計調
査
（観光庁）

42
追加 国際会議開催件数

県内において国際会議（参加者総数：50名以上、参加国
数：日本を含む3カ国以上、会議日数：1日以上）が開催さ
れた件数。外国人観光客誘致の方策の１つである国際会
議がどの程度開催されたかを示す指標。

実数

3回
(平成22年度) 4回 単年

外国人延宿泊者数に比例して増加することが
期待されるため、外国人宿泊者数の目標増加
率と連動させて算出。

国内都市別国際
会議一覧表
（国際観光振興機
構)

43 四国４県連携施策数

「四国はひとつ」の理念の下、四国４県の協調・連携を
図っている施策の数。連携の達成の度合いを示す指標。

実数

28施策
（平成23年度）

30施策 単年

時代の要請に合わせた施策のスクラップアンド
ビルドは不可欠であるが、変容する四国の諸
課題に対応するには新たな取組みも求められ
ることから、「現状値以上の施策数」の30施策
を目標とする。

県調査

44 中四国連携施策数

愛媛県と中四国の他の自治体とが合同又は連携して実
施する各種施策の数。広域連携・交流の状況を示す指
標。

実数

37施策
（平成23年度）

40施策 単年

昨今の厳しい財政状況の中、より実効性のあ
る政策の推進に向けたスクラップアンドビルド
が求められ、現在取り組んでいる中四国連携
施策についても、今後、事業のあり方を含め統
廃合が行われていく方向にある。このような
中、既に良好な水準にあると考えられる現状
値を基本に、更なる広域連携の強化を目指す
意味から、「現状値以上の施策数」の40施策を
目標とする。

県調査

45
外国人登録者数
（人口千人当たり）

海外から本県に転入している外国人の数。県民が地域に
おいて外国人と支えあい、心豊かな生活を営むことができ
る多文化共生地域づくりの推進に向けた取組みの成果を
示す指標。

外国人登録者数／県人口×1,000
6.3人
（平成22年度）

6.5人 累計

外国人登録者数（人口千人あたり）の四国平
均（6.5人）を目標値とする。 在留外国人統計

（法務省）

46
海外渡航者数
（人口千人当たり）

本県から海外に出国した人の数。国際化と平和で豊かな
国際社会の構築に貢献できる人づくりへの取組みの成果
を示す指標。

海外渡航者数／県人口×1,000
59.7人
（平成22年度） 62.3人 単年

海外渡航者数（人口千人あたり）の四国平均を
目標値（62.3人）とする。 出入国管理統計

（法務省）

47
県・市町の国際交流協定締結
数

県及び県内市町が外国との国際交流協定を締結している
数。海外との関係の広がり具合を示す指標。

実数
12箇所
（平成22年度）

13箇所 累計
地域における国際交流の機運の盛り上がりに
よる外国との交流協定の増加を目指す。 県調査

48 県都６０アクセスプラン達成率

県都松山市から６０分程度で到達できる地方圏域中心都
市（四国中央市、新居浜市、西条市、今治市、久万高原
町、大洲市、八幡浜市、宇和島市）の割合。県土の均衡あ
る発展のための高速道路ネットワークがどれだけ確保で
きているかを示す指標。

県都松山市まで６０分程度で到達で
きる地方圏域中心都市数／地方圏
域中心都市数（８市町）×100 87.5％

（平成22年度）
100％

全区間の達成を目標とする。

県調査

49
生活圏域から高速ＩＣへの３０分
アクセス達成率

各市町役場から高速ＩＣ間を３０分以内で到達できる市町
（離島である上島町を除く19市町）の割合。高速道路ネッ
トワークがより有効に活用できるよう、同ネットワークへの
アクセス向上を示す指標。

高速ＩＣまで３０分以内で到達できる
市町数／県内市町数（離島である上
島町を除く19市町）×100

84.2％
（平成22年度）

94.7％

高速道路が未整備の愛南町を除く全市町の達
成を目標とする。

県調査

50 愛媛発着の旅客流動数

愛媛県からの出発及び到着の旅客数。交通ネットワーク
の充実度を示す指標。
（対象輸送機関：ＪＲ、民鉄、自動車、旅客船、定期航空）

実数

1,677百万人
（平成21年度） 1,719百万人 単年

経済情勢(リーマンショック）等の大きな変動要
因がなかった平成15年度から平成19年度まで
の５ヵ年間の伸び率2.2％をベースに、施策効
果を加味した2.5％を平成26年度までの伸び率
と仮定して算出した1,719百万人を目標値とす
る。

貨物・旅客地域流
動調査（国土交通
省）

51 愛媛発着の貨物流動数

愛媛県からの出発及び到着の貨物トン数。物流ネット
ワークの充実度を示す指標。
（対象輸送機関：鉄道、海運、自動車）

実数

138,953千ｔ
（平成21年度）

138,953千ｔ以上 単年

減少傾向（Ｈ16：176,574千ｔ⇒Ｈ21：138,953千ｔ
〔▲21.3％〕）にあるが、広域・高速交通ネット
ワークの整備による施策効果を踏まえ、現状
維持以上を目標とする。

貨物・旅客地域流
動調査（国土交通
省）
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目標値
（平成26年度)

4 20 目標値の考え方
単年/
累計

指標名54施策 現状値指標の説明 算出式 データの出典No

52 松山空港の年間利用者数

1年間に松山空港を利用した人数。広域・高速交通網の
要である松山空港の利便性向上の成果を示す指標。

実数

2,310千人
（平成22年度）

2,600千人 単年

経済情勢(リーマンショック）等の大きな変動要
因がなかった平成15年度から平成19年度まで
の５ヵ年間の平均利用者数は2,682千人であ
り、当該期間で最も利用者数が少なかった平
成15年度においても、利用者数は2,633千人で
あったことから、少なくとも松山空港には約
2,600千人の潜在的需要があると推測されるた
め、2,600千人を目標値とする。

松山空港利用促
進協議会調

53 生活圏域３０分アクセス達成率

合併前の旧市町村役場から３０分程度で到達できる小学
校（合併・廃校前の370小学校）の割合。生活に密着した
日常の利用の多い道路がどれだけ整備されているかを示
す指標。

合併前の旧市町村役場まで３０分程
度で到達できる小学校数／県内小
学校数（離島16校を除く370小学校）
×100

96.8％
（平成22年度）

98.6％

地理的条件により所要時間の短縮が見込めな
い５小学校を除いた全小学校の達成を目標と
する。 県調査

54 離合困難解消率

山間部（市街地を除く）において、大型車等のすれ違いが
可能な道路延長の割合。山間部における快適な走行性
がどれだけ確保されているかを示す指標。

離合可能な山間部（市街地を除く）
道路延長（300ｍ以内に総幅員7.0ｍ
の区間が20ｍ以上ある区間の延長）
／山間部（市街地を除く）道路延長
×100

80.1％
（平成22年度） 81.5％

20年後に90％（大多数の人が満足度を得られ
る数字）を達成することを目標に、４年後に
81.5％とすることを目標とする。 県調査

55 過疎・離島地域の地域交通の
路線数

過疎・離島地域における公共交通路線（路線バス＋廃止
代替バス＋コミュニティ・福祉・スクールバス等＋離島航
路）の数。生活の足として欠かすことのできない公共交通
の充足度を示す指標。

実数

572路線
（平成22年度）

572路線 累計

減少傾向（Ｈ17：580路線⇒Ｈ22：572路線〔▲
1.4％〕）にあるが、公共交通の維持・確保によ
る施策効果を踏まえ、現状維持を目標とする。 県調査

56
県内の主要公共交通機関の年
間輸送人員

1年間に県内で鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車等を利
用した人の数。生活の足として中心的役割を担う交通手
段の充実度を示す指標。

実数
43,077千人
（平成21年度）

43,077千人 単年

減少傾向（Ｈ16：45,394千人⇒Ｈ21：43,077千人
〔▲5.1％〕）にあるが、公共交通の活性化によ
る施策効果を踏まえ、現状維持を目標とする。

四国運輸局業務
要覧　外

57
県内輸送量に占める公共交通
機関構成比

県内移動に際しての公共交通機関の利用割合。公共交
通網の充実度を示す指標。

公共交通機関輸送人員／全輸送人
員×100 5.1％

（平成21年度）
5.6％

過去６年間（Ｈ16～21）の平均値（5.53％）以上
を目指して、5.6％を目標値とする。 旅客流動調査（国

土交通省）
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17）地域を結ぶ
交通体系の整
備



目標値
（平成26年度)

4 20 目標値の考え方
単年/
累計

指標名54施策 現状値指標の説明 算出式 データの出典No

58
ＮＰＯ法人数（認定ＮＰＯ法人を
含む）

県がＮＰＯ法人として認証・認定した法人数。新しい公共
の重要な担い手であるＮＰＯ法人の状況を示す指標。

認定ＮＰＯ法人は、県民から支援を受けているかどうかの
判断基準（ＰＳＴ）である寄附額・寄附者数や法人の透明
性確保が図られていることから、県民の満足度を把握す
ることが可能。

実数

325法人（うち認定
NPO法人1法人）
（平成22年度）

450法人（うち認定
NPO法人現状より
増加）

累計

　ＮＰＯ法施行後、年平均で27法人増加してい
る。本施策を着実に進めることにより、平均を
上回る年間30法人の増加（４年間で120法人以
上）を目指し、450法人を目標値とする。
　認定ＮＰＯ法人数については、認定権限の国
からの移管が平成24年4月からであることか
ら、現状より増加とする。

県調査

59
愛媛ボランティアネット会員登録
数

県が開設している県内のボランティア関連情報を掲載した
ＨＰ「愛媛ボランティアネット」の会員数。助け合い・支え合
う活動であるボランティア活動への県民の関心度を示す
指標。

実数

2,956会員
（平成22年度）

3,800会員 累計

　平成19年度から22年度における増加数は
590人（年平均197人の増加）。本施策を着実に
進めることにより、同等以上の会員増を目指
し、3,800会員を目標値とする。

県調査

60
地域づくり団体数
（人口１万人当たり）

県民の自主的・主体的な地域づくり活動の基礎となる地
域づくり団体数。協働のきずなづくりの進捗状況を示す指
標。

地域づくり団体数／県人口×10,000

1.73団体
（平成22年度）

4.0団体

　平成22年度の全国１位である岩手県（3.96団
体）を上回ることを目標とする。
※本県は平成22年度全国3位

（財）地域活性化
センター調査

61
県審議会等における女性委員
の割合

県審議会等における女性委員の割合。男女が共に政策
方針決定過程に参画していることを示す指標。

審議会等の女性委員数／審議会等
の委員総数

41.4％
（平成23年度） 40%以上

女性委員の割合は、全庁を挙げた取組みによ
り、審議会等の総計としては41.4％を達成して
いるが、個々 の審議会等においては、
・委員の職を法律で指定されている場合がある
・極めて専門的な知識等を必要とする分野に
おいては、有識者に女性が少ない場合がある
など、女性委員の登用に限界がある審議会等
もあること。
また、「審議会等の見直し方針（第２次）」によ
り、
・長期間、同一の審議会等への就任回避
・複数の審議会等への重複就任回避
が求められるなど、女性委員を登用する環境
が厳しさを増していることを踏まえ、県男女共
同参画計画で定めた「40％以上」を堅持するこ
とを目標とする。

県調査（県の審議
会等への女性委
員の登用状況）

62
「男女共同参画社会」という言葉
を知っている県民の割合

愛媛県政に関する世論調査で「男女共同参画社会」という
言葉を知っていると回答した割合。県民における男女共
同参画社会意識の浸透状況を示す指標。

「男女共同参画社会」という言葉を
知っている回答数／設問の回答数
×100

66.4％
（平成21年度）

100％

　全ての県民が男女共同参画について関心を
持つことを目標とする。 県調査（愛媛県政

に関する世論調
査）

削除
男女共同参画センターが開催
する講座の定員に対する受講
者の割合

　県民の男女共同参画社会意識の啓発・普及度を測る指
標として適当であるため。

男女共同参画センター講座受講者
数／男女共同参画センター講座定
員×100

100％
（平成22年度） 100％

男女共同参画センターが開催する講座の定員
を満たすことにより、社会参加の促進や意識改
革などが図れるため。

県調査（県男女共
同参画センター年
次報告書）

63
追加

仕事と生活の調和の実現が図
られていると感じる人の割合

県政モニターアンケートで「仕事と生活の調和の実現が図
られていると感じる」と回答した人の割合。仕事と生活の
調和の進展状況を示す指標。

「仕事と生活の調和の実現が図られ
ていると感じる」回答数／設問の回
答数×100

39.5%
（平成22年度）

39.5%以上

　仕事と生活の調和という考え方がまだ浸透し
ていないことを踏まえ、現状値以上を目標とす
る。

県調査（県政モニ
ターアンケート）

64
人権問題に関する研修・講座等
の受講者数

人権問題研修講師紹介事業の受講者数と人権啓発指導
員等を派遣した研修受講者数の合計値。人権尊重の社
会づくり関する意識の浸透状況を示す指標。

実数

16，497人
（平成22年度）

16,500人以上 単年

　受講者数は毎年度の事業内容により変動す
るが、過去5年間の平均が16,243人であること
から、それを上回る現状値以上を目標とする。

県調査（人権対策
課調査）

65
人権・同和教育研究大会への
参加者数

県人権・同和教育研究大会への参加者数。人権が尊重さ
れる社会づくりに向けた県民の意識の高揚状況を示す指
標。

実数

2,182人
（平成22年度）

3,000人 単年

　平成19年度から22年度（四国大会の開催に
伴い規模を縮小した平成20年度を除く）の平均
参加者は2,351人であり、大会の参加定員数に
満たない状況である。このことから、目標を定
員数である3,000人に設定する。

県調査（教育委員
会調査）

66
人権問題に関する指導者研修
等の受講者数

県が開催する人権問題に関する指導者研修等の受講者
数。人権問題の解消に向けた推進状況を示す指標。

実数

1,418人
（平成22年度） 1,800人 単年

　 指導者研修等の平成19から22年度における
増加数は288人（年平均96人の増加）。今後も
研修内容等を工夫することで、同等程度の増
加を目指し、1,800人を目標値とする。

県調査（教育委員
会調査）

67 寝たきり高齢者出現率

65歳以上の者の数に、寝たきり高齢者の数が占める割
合。高齢者が「自立して健康で活動的に生活」している状
況を示す指標。

65歳以上の寝たきり高齢者数／65
歳以上の高齢者数×100
（毎年４月１日現在で、県内各市町
において調査）

5.61％
（平成23年度）

6.15％以下

後期高齢者が増加する中、寝たきり高齢者出
現率の上昇を緩やかに抑えることを目指すた
め、過去５年間（Ｈ19～23）の年平均増加ポイ
ント（0.20）を１割抑制した数値（0.20×0.9×3＝
0.54）を加えた数値（6.15）以下に抑制すること
を目標とする。

高齢者人口統計
表

68
要介護認定を
　受けていない人の割合

65歳以上の者の数のうち、介護保険の認定を受けていな
い者の数が占める割合。高齢者が「自立して健康で活動
的に生活」している状況を示す指標。

65歳以上で介護認定を受けていな
い高齢者数／65歳以上の高齢者数
（厚生労働省が、第１号被保険者数
（65歳以上）、第１号被保険者認定
者数の各月分を公表）

80.09％
（平成23年度）

79.36％以上

後期高齢者が増加する中、介護を必要としな
い人が少しでも多くなることを目指すため、過
去５年間（Ｈ19～23）の年平均減少ポイント
（0.27）を１割抑制した数値（0.27×0.9×3＝
0.73）を減じた数値（79.36）以上にすることを目
標とする。

介護保険事業状
況報告（厚生労働
省）

69
訪問介護などの
　居宅サービス利用者の割合

介護保険サービス利用者のうち、居宅サービス利用者数
が占める割合。高齢者が「介護や支援を要するようになっ
ても、住み慣れた地域で暮らしている」状況を示す指標。

居宅サービス利用者数／介護保険
サービス利用者数×100
（厚生労働省が、居宅介護サービス
利用者等の各月分を公表） 72.51％

（平成23年度）
73.50％以上

後期高齢者が増加する中、少しでも住み慣れ
た場所でサービスを受けることができる人が増
えることを目指すため、過去５年間（Ｈ19～23）
の年平均増加ポイント（0.30）を１割増した数値
（0.30×1.1×3＝099）を加えた数値（73.50）以
上にすることを目標とする。

介護保険事業状
況報告（厚生労働
省）

70 県内老人クラブ会員数

県内の老人クラブに加入している高齢者の数。高齢者が
「知識や経験を活かして、生きがいづくり等にも通じる社
会参加」をしている状況を示す指標。

実数

101,225人
（平成23年度）

102,000人 累計

高齢者は増加する傾向にあるものの、個を重
んじる風潮やライフスタイルの変化等により会
員数は全国的に減少傾向にあることから、現
状値以上を維持することを目指して、102,000
人を目標とする。

愛媛県老人クラブ
連合会調査

71
施設入所から地域へ生活の場
を移した人数（率）

施設入所から地域居住へ生活の場を移行した人の数
（率）。障害者の社会参加が進んでいる状況を示す指標。

18年度以降の地域移行者数／基準
時点（17.10.1）の入所者数（2,268人）
×100
※　人数は累計

263人（11.6％）
（平成22年度）

平成23年度中に
策定する第３期県
障害福祉計画に
基づき設定

累計

Ｈ23年度中に策定する第３期愛媛県障害福祉
計画に基づき、目標値を設定する。

厚生労働省調査

72
障害者相談支援専門員資格取
得研修修了者数

障害者相談支援専門員の資格を取得した人の数。地域
の障害者が相談しやすい態勢の整備状況を示す指標。

実数

302人
（平成22年度）

530人 累計

研修を修了した過去５年間（Ｈ18～22）の平均
人数（57人）を、質を確保しながら、毎年計画的
に増やしていくことを目指すため、530人（（57
名×4年＝228人増）を目標値に設定。

県調査

73
民間企業における障害者雇用
率

民間企業で障害者が雇用されている割合。障害者が社会
参加しやすい環境の整備状況を示す指標。

常用労働者数56人以上規模の一般
の民間企業が雇用する障害者数／
常用労働者数×100 1.69％

（平成22年度）
1.80％

法定雇用率である1.8％を目標とする。（「障害
者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、
一般民間企業においては1.8％以上の身体障
害者又は知的障害者を雇用しなければならな
いこととされている。）

愛媛労働局集計

74 社会福祉施設等従事者数

保健師や介護職員等、社会福祉施設等で従事する人の
数。児童養護施設や養護老人ホーム、老人保健施設など
地域福祉の推進基盤を支える施設の充実度を示す指標。

実数

6,738人
（平成21年度）

6,800人 累計

県内の生産年齢人口が減少する中で、社会福
祉施設等従事者も減少傾向にあることから、
現状維持以上の6,800人を目標とする。

社会福祉施設等
調査（厚生労働
省）

75
民生児童委員１人当たりの平均
相談・支援件数

民生児童委員１人当たりが１年間に実施した相談・支援
の数。地域の子育て環境の充実度を示す指標。

当該年度の全体相談数・支援件数
／当該年度末の民生児童委員数

33件/人
（平成21年度） 34件/人

民生児童委員の適切かつ活発な活動を確保
するため、平成21年度の全国平均（33件/人）
を超える34件/人を目標値として設定する。

福祉行政報告例
（厚生労働省）

胃9.8％
（平成21年度）

肺11.9％（〃）

大腸13.1％（〃）

子宮15.6％（〃）

乳21.4％（〃）

男　 110人
（平成21年）

男　 102人
（平成26年）

女   60人
（〃）

女   56人
（〃）

23）地域福祉を
支える環境づく
り

24）生涯を通じ
た心と体の健康
づくり

20）人権が尊重
される社会づく
り

21）高齢者がい
きいきと暮らせ
る健康長寿えひ
めの実現

22）障害者が安
心して暮らせる
共生社会づくり

18）未来につな
ぐ協働のきずな
づくり

19）男女共同参
画社会づくり

8

9

全て50%以上

国が研究を基に設定した「がんの年齢調整死
亡率20％減少を達成するための目標値」とし
て、全国的に取り組んでいるものであり、本県
においても全て50％以上を目標として政策展
開をしていく必要があると考えていることから、
国と同様の目標値として設定するもの。

地域保健・健康増
進事業報告（厚生
労働省）

削除

76
追加

75歳未満のがん死亡者数
（人口１０万人当たり）

基準人口（昭和60年モデル人口）10万人に対するがん死
亡者数。総合的ながん対策の推進状況を示す指標。

基準人口各年齢階級の死亡率×基
準人口当該年齢階級の人口）の各
年齢階級の総和／基準人口の総数
×100,000

がん検診受診率

胃がん、大腸がん、肺がん　⇒　当
該年度受診者数／検診対象者数×
100
子宮がん、乳がん　⇒　（当該年度
受診者数＋前年度受診者数ー２年
連続受診者数）／検診対象者数×
100

健康づくりに向けた県民の取組み成果が示される数値で
あり、率を向上させることで施策効果の客観的な評価が
可能な指標。

単年

「平成29年までの10年間で死亡者数を20％減
少させる」という県がん対策推進計画の目標か
ら平成26年度目標値を算出し設定。

国立がん研究センター
がん対策情報センター
（人口動態統計、国勢
調査人口、基準人口
（S60年モデル人口）よ
り試算）



目標値
（平成26年度)

4 20 目標値の考え方
単年/
累計

指標名54施策 現状値指標の説明 算出式 データの出典No

男18.1％
（平成22年）

男16.4％以下
（平成26年）

女8.7％
（〃）

女7.7％以下
（〃）

78
難病患者（130疾患）のうち
相談等の支援を受けている割
合

難病患者に対し、より健康で安心した生活の実現に向け
て実施する相談・支援の回数。難病患者が地域で自分ら
しく安心して暮らせるためのサポート体制の充実度を示す
指標。

相談数（電話、面接、訪問、交流会
相談件数）／難病患者数（130疾患）
×100

43.0％
（平成22年度）

70.0％

過去５ヵ年の平均値56.6％よりも約10％高い
70.0％を目標値とする。 難病対策提要（厚

生労働省）

79
医療施設従事医師数
（人口10万人当たり）

県内の医療施設に従事する医師の数。いつでも、どこでも
安全で安心な医療が受けられる態勢の充実度を示す指
標。

医療施設従事医師数／県人口×
100,000

234.3人
（平成20年度） 255.6人

平成22年6月の必要医師数実態調査（厚生労
働省）における本県の必要求人医師数（医療
機関の求人に対する不足医師数）305.3人を踏
まえて、再度、人口10万人当たりで算出した
255.6人を目標値にする。

医師・歯科医師・
薬剤師調査（厚生
労働省）

80
県の医師確保奨学金貸与生の
人数

県が運営する医師確保のための奨学金制度（地域医療
医師確保奨学金、地域医療医師確保短期奨学金及びへ
き地医療医師確保奨学金）から貸与を受けている医学
生、研修医の数。県内に就職する医師数の増に繋がる県
の取組み状況を示す指標。

実数

57人
（平成23年度）

115人 累計

愛媛大学医学部等に設定している奨学金受給
者の定員枠を着実に充足していくことを目標と
して設定。

県集計

81 県内の医薬分業率

医療機関外来患者の処方せん受取率。県民の安全性向
上につながる医薬分業の進展状況を示す指標。

処方せん枚数（保険薬局での受け
取り枚数）／外来処方件数（医療機
関における処方せん発行件数）×
100

42.2％
（平成21年度）

60.0％

本県における平成21年度の医薬分業率は
42.2％、全国平均は60.7％となっており、全国
第43位と低迷していることから、当面は全国平
均値である60％を目指し、目標値に設定。

国保連合会審査
支払業務統計及
び基金統計月報

82 救急患者の管外搬送率

全救急搬送患者のうち、消防本部の管轄外の病院に搬
送された患者の割合。救命救急医療体制の充実度を示
す指標。

消防本部の管轄外の病院に搬送さ
れた患者数／救急搬送患者総数×
100

14.3％
（平成22年度）

14.0％

過去の数値は増減をしながらほぼ横ばいであ
る。医師不足や軽症患者による救急車利用の
増加など救急医療提供体制の疲弊が懸念され
る状況にあって、現状維持にも関係機関の甚
大な努力が必要と見込まれることから、現状値
に近い数字を目標値に設定。

県集計

83 救急隊の救急救命士運用率

救急隊総数のうち、救急救命士を運用している隊数の占
める割合。適切な救命措置に繋がる救急隊の人員体制
の充実度を示す指標。

救急救命士運用隊数／救急隊総数
×100

77.2％
（平成22年度）

90.0％

県では、県内市町（消防本部）と連携して、救
急救命士の計画的養成に努めており、今後の
各消防本部の救急救命士養成見込み数を考
慮して、約13％増の90.0％を目標値とする。

県集計

84
追加

二次救急医療機関の耐震化率

大規模な災害発生時に重要な役割を果たす災害拠点病
院を含めた二次救急医療機関の耐震化率。地震発生時
の安全・安心な医療提供体制の充実度を示す指標。

耐震化済の二次救急医療機関／二
次救急医療機関

43.3％
（平成21年度）

80.0％
（平成27年度）

「愛媛県耐震改修促進計画」（平成19年3月策
定）において、病院等の施設の耐震化の目標
値（棟単位）としており、算出単位は異なるが、
その数値を参考に目標値とする。

県集計

85 街路整備密度

市街地面積（用途地域面積）1km2あたりの街路整備延
長。都市生活の快適さを示す指標。

都市計画道路の改良済延長(km)／
市街地面積(km2) 1.36km/km2

（平成21年度）
1.45km/km2 累計

10年後の整備密度を現在の中四国平均と並
ぶことを目標に、H26年に1.45km/km2とするこ
とを当面の目標とする。

都市計画年報
（都市計画協会）

86 景観計画策定数

景観法に基づき策定された景観計画の数。良好な景観を
有した快適な暮らし空間創出への取組みの成果を示す指
標。

実数

5件
（平成22年度）

20件 累計

本県は全ての市町が景観計画を策定できる景
観行政団体となっており、良好な景観形成に
向け、県と市町が一体となって取り組んでいる
ところである。平成２６年度までには、全ての市
町の景観計画の策定を目指す。

県調査

87 県営都市公園の利用者数

県営都市公園（総合運動公園、とべ動物園、南レク都市
公園、道後公園）の年間利用者数。レクリエーションのほ
か、良好な都市環境の保全、景観の形成、都市の安全性
確保など多様な機能を有する都市公園整備の成果を示
す指標。

実数

2,984千人
（平成22年度）

3,040千人 単年

利用者が減少傾向である公園、及び、主な利
用形態が地域利用である公園については、現
状維持。
県内の主要観光施設に位置付けられている公
園は、観光振興基本計画に基づき増加を想
定。

県調査

88 耐震性を有する住宅ストックの
比率

新耐震基準（昭和56年基準）が求める耐震性（震度6強程
度の大地震で人命に危害を及ぼす倒壊等の被害を受け
ない）を有する住宅の割合。暮らしに最も身近な空間であ
る住宅の地震に対する安全性を示す指標。

（新耐震基準で建設された住宅（昭
和56年6月以降の着工）＋昭和56年
5月以前の住宅のうち必要な耐震性
を有する住宅）／全住宅戸数×100

71.4％
（平成20年度）

80.0％

愛媛県耐震改修計画、愛媛県住生活基本計
画における目標値80.0％を目指す。 住宅・土地統計調

査
（総務省）

89
ブロードバンド契約の世帯普及
率

県内全世帯に占めるブロードバンドを契約している世帯の
割合。良好なICT環境の普及状況を示す指標。

ブロードバンド契約者数／世帯数×
100

50.7％
（平成22年度）

90.0％

国は、平成22年５月に発表した「新たな情報通
信技術戦略」において、2015年（平成27年）頃
を目途にすべての世帯でブロードバンドサービ
スの利用を実現することを目標に掲げており、
県も同様に100％を目指すこととしている。その
ためには、今後５年間で、毎年10ポイントずつ
増加させる必要があることから、計画の終期で
ある平成26年度の目標値を90.0％とする。

四国総合通信局
統計資料

90 法人二税の電子申告率

法人二税の申告数のうち、電子申告が占める割合。全国
の自治体が共同で進めている地方税の電子化の進捗度
を示す指標。

電子申告件数／平成18年度法人申
告件数 34.66％

（平成22年度）
60.00％

平成18年1月の運用開始以来の伸び率を適用
して設定。 （社）地方税電子

化協議会調査

91
県消費生活センターにおける相
談解決率

県消費生活センターにおいて、主体的に一応の解決を導
いた割合。センターにおける相談への対応の成果を示す
指標。

助言、情報提供及び斡旋解決の件
数／(県センターに寄せられた苦情
相談件数－他機関紹介件数－処理
不能・不要件数)×100

99.8％
（平成22年度）

100％

　全ての解決を目指すことを目標とする。 PIO-NET(全国
ネットのデータ
ベース)から抽出し
て算出

92 家畜の監視伝染病発生件数

家畜伝染病の発生件数。家畜における衛生管理の充実
度を示す指標。

実数
41件
（平成22年度）

40件以下 単年

現状よりも家畜伝染病の発生を抑制することを
目指し、現状値41件からの減少を目標として設
定。

県調査

93
生産段階における農畜産物の
残留農薬等の安全性確保達成
状況

畜産物における抗菌性物質等医薬品や農産物における
農薬における適正事例の割合。生産段階における残留農
薬等の調査・監視により、安全性が確保されている状況を
示す指標。

〔調査監視実施件数－不適正事例
件数（畜産物における抗菌性物質等
医薬品や農産物における農薬残留
件数）〕／調査監視実施件数×100
（調査による実数の合計）

100％
（平成22年度）

100％

過年度の状況（100％）から、良好な状態であ
る現状を維持することを目標とする。

県調査

94
県食品表示ウォッチャーのモニ
タリング結果に基づく不適正な
食品表示の割合

小売店舗等におけるＪＡＳ法に基づく不適正な表示の割
合。ＪＡＳ法に基づいて、食の安全・安心が確保されている
状況を示す指標。

調査で確認された生鮮食品の不適
正表示件数／県食品表示ウォッ
チャーの指摘件数
（調査による実数の合計）

20.0％
（平成22年度）

0％

全ての食品において適正に表示されているこ
とを目標とする。

県調査

95

食中毒の発生件数の全国での
相対的位置（人口10万人当たり
の発生件数、全国平均を1.0と
する）

全国の10万人当たりの食中毒発生件数を1.0としたとき
の、本県の10万人当たりの発生件数。安全な食生活につ
ながる食品の供給状況を示す指標。

本県10万人当たりの食中毒発生件
数／全国10万人当たりの食中毒発
生件数 1.02

（平成22年度）
1.00以下

安全な食生活の確保を目指して、全国平均で
ある1.00以下を目標値として設定するもの。

県調査

96
上水道・簡易水道の断水の回
数

県内の上水道及び簡易水道において、渇水を原因とする
断水が実施された回数。市民生活に不可欠な生活用水
の安定的な供給状況を示す指標。

実数
0回
（平成22年度）

0回 単年

断水は、市民の日常生活をはじめ、医療、観
光、産業活動など様々 な面で支障を来たす事
態であるため、断水回数0の維持を目標とし
た。

水需給動態調査
（国土交通省）

97 人工林における間伐実施面積

森林（民有林）のうち、人工林で間伐を実施した面積。水
源としての森林の健全な保全育成の状況を示す指標。

実数

8,907ha/年
（平成22年度）

9,500ha/年 単年

「えひめ森林・林業振興プラン」では、施業の集
約化や担い手の確保などを図ることから、その
施策効果を考慮し、計画期間中（H23～27）、
毎年、9,500haの間伐実施を目標としている。そ
のため、平成26年度においても9,500haを目標
とする。

定期報告（森林環
境保全整備事業
及び森林居住環
境整備事業の実
績）

98 老朽ため池改修数

県下に3,255箇所あるため池のうち、老朽化が著しい628
箇所のうち、改修工事を行った箇所数。ため池の漏水等
防止による水資源の確保状況を示す指標。

実数

440箇所
（平成22年度）

520箇所 累計

平成12年度の緊急点検結果による危険ため
池628箇所のうち、未整備188箇所の約半数80
箇所のため池改修を平成26年度までに実施
し、520箇所の改修を完了することを目標とす
る。

県調査

99 交通事故発生件数

県内で１年間に発生した交通人身事故の件数。
交通事故発生件数の増減は、事故による死者数や負傷
者数の増減に直接繋がる指標。

実数

8,188件
（平成22年）

7,041件
（平成26年）

単年

第９次愛媛県交通安全計画では、平成21年の
実績（8,246件）と国の目標値の減少割合を勘
案し、平成27年の目標値を6,800件以下として
おり、そこから平成26年の数値を推計。

交通年鑑

100 交通事故死者数

交通事故による１年間の死者（交通事故発生から24時間
以内に死亡した人）数。
県民の生命を交通事故の脅威から守るという、交通安全
対策の究極目標の達成状況を示す指標。

実数

64人
（平成22年）

55人
（平成26年）

単年

第９次愛媛県交通安全計画では、平成21年の
実績（81人）と国の目標値の減少割合を勘案
し、平成27年の目標値を50人以下としており、
そこから平成26年の数値を推計。

交通年鑑

101 交通事故死傷者数

１年間の、交通事故死者数と交通事故負傷者数の合計。
交通事故に遭い、命を取りとめても、重い後遺症に苦しむ
場合もあることを考慮し、広く交通事故の被害から県民が
どれだけ守られたかを見るための指標。

実数

9,792人
（平成22年）

8,630人
（平成26年） 単年

第９次愛媛県交通安全計画では、平成21年の
実績（10,779人）と国の目標値の減少割合を勘
案し、平成27年の目標値を8,200人としており、
そこから平成26年の数値を推計。

交通年鑑

102
追加

市街地における歩道等の整備
率

交通事故発生の危険性が高い市街地（人口集中地区、用
途地域）において、歩道等が整備された道路の割合。人
にやさしい交通環境整備として実施する歩道等の整備に
よる成果を示す指標。

市街地において歩道等が整備され
た道路延長／市街地の道路延長×
100

68.8％
（平成21年度）

73.4％

今後20年程度で90％とすることを目標に、平成
26年度末に73.4％とすることを目標とする。

県調査

２
暮
ら
し

11

10

12

30）水資源の確
保と節水型社会
づくり

29）消費者の安
全確保と生活衛
生の向上

31）交通安全対
策の推進

25）安全・安心
で質の高い医療
提供体制の充
実

26）救急医療体
制の充実

27）快適な暮ら
し空間の実現

28）ＩＣＴ環境の
整備

死亡者に占める65歳未満で死亡した人の割合。65歳未満
の死亡原因の多くを占める悪性新生物（がん）、心疾患、
脳血管疾患といった生活習慣病への対策の充実度を示
す指標。

現行の県民健康づくり計画「健康実現えひめ
2010」策定後の10年間（～22年）の傾向を踏ま
えた今後4年間（23年～26年）の推計値を参考
に目標を設定。（今後4年間推計値の平均）

人口動態統計（厚
生労働省）

77

６５歳未満で死亡する人／全体の死
亡者数×100

65歳未満で死亡する人の割合
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103 青色防犯パトロール車両台数

警察から、実施団体として適切と証明を受けた団体が自
主防犯パトロールに使用する、青色回転灯を装備した自
動車の台数。犯罪の起きにくい社会づくりのために重要と
なる、地域住民の積極的な自主防犯活動の推進状況を
示す指標。

実数

1,346台
（平成22年）

1,665台
（平成26年）

累計

現在、県内の小学校（333校）１校当たり平均約
４台配置されている青色防犯パトロール車両
について、１校当たり平均５台配置（人口10万
人当たり約110台）を目指し、目標値を設定し
た。

警察庁調べ

104
犯罪率
（人口千人当たり）

人口千人当たりの刑法犯認知件数。県民の犯罪に対する
安全の度合い及び本県における犯罪対策の充実度を示
す指標。

刑法犯認知件数／県人口×1,000

11.44件
（平成22年）

10.50件
（平成26年） 単年

戦後最低だった昭和49年当時の犯罪率（9.34
件）を、10年後に下回るために必要な減少割
合を勘案し、平成26年時点の犯罪率の目標値
を設定した。

犯罪統計
（県警本部）

105 凶悪犯罪の検挙率

認知された凶悪犯罪（殺人、強盗、放火等）のうち、犯人を
検挙した割合。犯罪の中でも特に危険性の高い凶悪犯罪
の検挙状況であり、本県における犯罪対策の充実度を示
す指標。

凶悪犯罪の検挙件数／凶悪犯罪の
認知件数×100

85.6％
（平成22年）

100％
（平成26年）

特に人の生命身体に重大な被害が及ぶ可能
性の高い犯罪であるため、警察の使命として
100％検挙を目標とする。

犯罪統計
（県警本部）

106 重要窃盗犯罪の検挙率

認知された重要窃盗犯罪（侵入盗、自動車盗、ひったくり
等）のうち、犯人を検挙した割合。窃盗犯罪の中でも危険
性等の高い重要窃盗犯罪の検挙状況であり、本県におけ
る犯罪対策の充実度を示す指標。

重要窃盗犯罪の検挙件数／重要窃
盗犯罪の認知件数×100

69.6％
（平成22年）

70.0％
（平成26年）

愛媛県における平成15年以降の重要窃盗犯
罪の平均検挙率は68.5％（全国44.0％）と高く、
これを維持することにより、体感治安が向上
し、安全・安心な社会の実現につながると考え
られるため、目標値を70％とした。

犯罪統計
（県警本部）

107
原子力防災訓練参加機関の訓
練目的・目標の達成割合

原子力防災訓練参加機関の訓練目的・目標の達成割
合。各防災機関が果たすべき役割など訓練目的が適切
に達成できたかを示す指標。

アンケートにおける「目的達成」の回
答数/アンケート回答者数×100

- 100％

　訓練に参加している全ての防災関係機関
が、訓練目的を達成（100％）することを目標と
する。 県調査

108 原子力施設見学会等参加者数

原子力施設見学会と原子力講演会の参加者数の合計。
原子力発電に関する正しい知識の県民への普及度合い
を示す指標。

実数
509人
（平成22年度）

640人以上 単年

　現在の原子力施設見学会及び原子力講演
会の定員数を上回る参加者数を目標とする。

県調査

109 防災士の数

日本防災士機構が防災士として登録した人数。自主防災
組織の活性化や地域防災力の状況を示す指標。

実数

2,358人
（平成22年度）

4,000人 累計

　県事業で平成23年度から25年度の３年間で
1,500人の養成を目標としていること。また、事
業終了後の市町おける防災士の養成を見込
み、4,000人を目標値とする。

日本防災士機構
集計

110 自主防災組織の訓練実施率

防災訓練の活動を行った自主防災組織の割合。地域（自
主防災組織）の防災力の状況を示す指標。

訓練を実施した自主防災組織数／
全自主防災組織数（１つの自主防災
組織が複数回実施しても、１として計
上）

54.3％
（平成22年度）

65.0％

　訓練実施率は平成19～22年度において
5.9％増加（年平均約2.0％の増加）。本施策を
着実に進めることにより、今後も同等以上の増
加を目指し、65％を目標値とする。

県調査

111 県防災メールの登録者数

携帯電話やパソコンで県からの最新の防災情報を電子
メールで受信できる県民の登録者数。災害時等におい
て、より多くの県民へ情報提供できる体制の状況を示す
指標。

実数

3,660人
（平成22年度）

30,000人 累計

　登録者数は、平成22年12月の防災メール導
入後、月平均約600人であり、今後も、導入初
期の高い登録者数と同等程度を維持すること
を目指し、30,000人を目標値とする。

県調査

112 県立学校の耐震化率

県立学校のうち、耐震化が実施されている学校の割合。
災害発生時には避難所としても活用されるなど、防災上
の拠点としての役割を担う県立学校の耐震化の成果を示
す指標。

（1981年「新耐震設計基準」に基いて
設計された建物+同基準ができる以
前の建物で補強工事を済ませた建
物）／全体の建物数×100

51.7％
（平成22年度）

77.5％

平成27年度末までに、耐震化率80％超とする
目標値を勘案して設定する。 公立学校施設の

耐震改修状況調
査の結果について
（文部科学省）

113 警察施設の耐震化率

警察施設のうち、耐震化が実施されている施設の割合。
災害警備活動の拠点となる警察施設の耐震化の成果を
示す指標。

（1981年「新耐震設計基準」に基いて
設計された建物+同基準ができる以
前の建物で補強工事を済ませた建
物）／全体の建物数×100

42.9％
（平成23年度）

57.1％

「愛媛県耐震改修促進計画」では平成27年度
末の耐震化率80％を目指しており、それに基
づく26年度末における耐震化の目標値を設定
している。

県調査

114 洪水から守られる戸数

河川整備により、浸水被害を免れる戸数。災害から県民
を守る基盤整備への取組みのうち、河川整備による成果
を示す指標。

事業実施により増加する洪水から守
られる戸数を年度毎に算出する。
戸数(年間)＝目標戸数×（年度別河
川整備延長/河川整備延長（H23～
H26））

29,300戸
（平成22年度）

33,900戸 累計

過去10年間（Ｈ11～20）に発生した浸水戸数は
5,000戸となっており、この戸数を今後5年間（Ｈ
23～27）で解消することを目標とし、Ｈ26年度
時点で4,600戸を加えた33,900戸を解消する。 県調査

115
海岸保全施設整備による防護
面積

海岸保全施設を整備することにより、高潮・波浪・津波か
ら被災を免れる沿岸域の面積。災害から県民を守る基盤
整備への取組みのうち、海岸保全施設整備による成果を
示す指標。

実数

7,500ha
（平成22年度）

8,800ha 累計

愛媛県海岸保全基本計画（H15年策定）におい
て、災害発生の危険性が高いなど緊急に整備
を要する99海岸（防護面積2,798ha）を整備目
標期間の20年間で整備することと定めている。
このため、H26年度の目標値を8,800haに設定
する。
（ H14年度末時点の現況防護面積7,163ha）

県調査

116 耐震強化岸壁整備率

県管理港湾耐震強化岸壁予定6バース（東予港、松山港
（外港地区、高浜地区）、中島港、三崎港、宇和島港）のう
ち、整備完了済の割合。災害から県民を守る基盤整備へ
の取組みのうち、港湾整備による成果を示す指標。

整備完了箇所数／整備予定箇所数
×100 50.0％

（平成22年度）
66.7％

全国平均の現状値（65％）を上回ることを目標
とする。

県調査

117
緊急輸送道路の防災対策の整
備率

緊急輸送道路において、防災対策（法面防災対策、橋梁
耐震対策、トンネル保全対策）が必要な箇所のうち、対策
が完了している箇所の割合。災害から県民を守る基盤整
備への取組みのうち、緊急輸送道路整備による成果を示
す指標。

対策完了箇所数／要対策箇所数×
100

80.6％
（平成22年度） 96.1％

平成27年度末における緊急輸送道路の防災
対策の整備率100％を達成するために、平成
26年度の整備率を96.1％とすることを目標とす
る。

県調査

118
土砂災害防止施設により保全さ
れる人家戸数

土砂災害防止施設を整備することにより、被災を免れる
人家戸数。災害から県民を守る基盤整備への取組みのう
ち、土砂災害防止施設整備による成果を示す指標。

実数

38,827戸
（平成22年度） 42,000戸 累計

平成26年に、本県と同等の危険箇所数を有す
る中四国の県平均（38％）に並ぶことを目標
に、38％に見合う42,000戸を目標とする。 社会資本総合整

備計画（国土交通
省）

119
再掲

老朽ため池改修数

県下に3,255箇所あるため池のうち、老朽化が著しい628
箇所のうち、改修工事を行った箇所数。老朽ため池の決
壊等を防ぐことによる安心・安全な生活の基盤整備の状
況を示す指標。

実数

440箇所
（平成22年度）

520箇所 累計

平成12年度の緊急点検結果による危険ため
池628箇所のうち、未整備188箇所の約半数80
箇所のため池改修を平成26年度までに実施
し、520箇所の改修を完了することを目標とす
る。

県調査

35）災害から県
民を守る基盤の
整備

13

34）防災・危機
管理体制の充
実

33）原子力発電
所の安全・防災
対策の強化

32）犯罪の起き
にくい社会づくり



目標値
（平成26年度)

4 20 目標値の考え方
単年/
累計

指標名54施策 現状値指標の説明 算出式 データの出典No

120
えひめ結婚支援センターにおけ
るカップル数

えひめ結婚支援センターの結婚支援イベント及び個別の
お引合せ（愛結び）において成立したカップル数。未婚化・
晩婚化対策の充実度を示す指標。

実数

2,150組
（平成22年度）

5,150組 累計

イベント、愛結びそれぞれの参加者に占める
カップリング率を20％と想定し、今後4年間で約
3,000組の新カップル誕生を目指し、5,150組を
目標値とするもの。

県調査

121 周産期死亡率

年間の1000出産に対する周産期死亡（妊娠満22週以後
の死産及び早期新生児死亡）の割合。安全にかつ安心し
て出産できる環境の整備状況を示す指標。

年間1,000出産に対する周産期死亡
数。
＝1,000×（年間の妊娠満22週以後
の死産数＋年間の早期新生児死亡
数）／（年間の出生数＋年間の妊娠
満22週以後の死産数）×100

4.2％
（平成18～22年度
の平均値)

3.9％以下

次世代育成支援対策推進法に基づき策定して
いる「えひめ・未来・子育てプラン」（後期計画）
におけるＨ26年の目標指標（H20年を基準値と
して、その数値以下を目指す）を採用するも
の。

人口動態統計（厚
生労働省）

122
一時預かり、延長保育を実施し
ている保育所数

一時預かり、延長保育の実施箇所数の合計。子育て家庭
をサポートする態勢の充実度を示す指標。

実数

209箇所
（平成22年度）

239箇所 累計

次世代育成支援対策推進法に基づき策定して
いる「えひめ・未来・子育てプラン」（後期計画）
におけるＨ26年の目標指標を採用するもの。

県調査
（特別保育事業実
施等の状況調査）

123 ひとり親家庭の就業率

児童扶養手当受給資格認定後、5年以上経過したものの
就業率。ひとり親家庭の自立に向けた環境整備の充実度
を示す指標。

受給資格認定後、5年以上経過した
者のうち就業している者／5年以上
経過の受給資格者総数×100 89.9％

（平成22年度）
90.0％以上

近年の景気の低迷による雇用環境の悪化によ
り就業率の低下が見込まれるが、現状維持以
上の90.0％を目標値とするもの。 県調査

（現況届データ）

124
公立小・中学校（県立中等教育
学校を含む）における不登校児
童生徒の割合

公立小・中学校における不登校（年間30日以上の欠席）
の児童生徒の全児童生徒数に占める割合。児童生徒の
健やかな成長度合いを示す指標。

不登校児童生徒数／全児童生徒数
×100

0.93％
（平成22年度）

0.85％

本県の不登校児童生徒数の割合は、全国平
均（平成22年度で1.14％）からみても良好なレ
ベルにあるが、さらなる取組みの強化・充実に
よって、小・中学校ともに0.85％の出現率とする
ことを目標とする。

児童生徒の問題
行動等生徒指導
上の諸問題に関
する調査（文部科
学省）

125 いじめの解消率

小・中・高等学校等において、1年間に学校が認知したい
じめ件数のうち、いじめが解消されたと確認できた件数の
割合。不登校の原因ともなるいじめに対する対応状況を
示す指標。

いじめ解消件数／いじめ認知件数
×100

96.4％
（平成22年度）

98.0％

完全解消を目指すが、ケースによっては一定
の解消関係が図られつつも、判定するまでに
継続支援が必要な場合や、長期的な見通しが
必要なこともあることから、98％の目標とする。

県調査

126
刑法犯で検挙・補導された青少
年の数

年間の刑法犯少年及び触法少年の合計。青少年の健全
性を示す指標。

実数

1,130人
（平成22年度）

1,000人 単年

平成22年度の値を基準に、過去10年間におけ
る年々 の増減率のうち、増減が大きかった年と
小さかった年5年分を除いた上で平均値
（97％）を算定し、これを今後4年間の増減率と
仮定して算出した平成26年度の値（1,003人）に
基き、目標値を設定した。

少年非行の概況
（県警察本部）

127 公立小・中学校における学校関
係者評価の公表率

保護者、地域住民、教員代表、民生児童委員等の学校関
係者による学校評価結果を公表している学校の割合。地
域に開かれた学校が増加しているかどうかを客観的に示
す指標。

県内の公立小・中学校における学校
関係者評価の公表を実施した学校
数／県内の公立小・中学校数×100

94.1％
（平成22年度）

100％

学校関係者評価は100%実施できているため、
学校評価の透明化を図ることを目的に、公表
率100%の実施を目標とする。

県調査（「愛媛県
学校教育に関する
調査」）

128
地域学校安全委員会などを開
催した学校の割合

学校における安全対策を検討する委員会（家庭や地域の
関係機関・団体との間で、協力要請や情報交換を行うた
めの会議）等を開催した学校の割合。子どもたちの安全に
配慮した学校運営がなされているかどうかを示す指標。

学校における安全対策を検討する
委員会等を開催した学校の数/調査
対象学校（国公私立の小学校、中学
校、高等学校、中等教育学校、特別
支援学校及び 幼稚園）の数×100

96.3％
（平成21年度）

100％

子どもたちの安全に配慮した学校運営は、全
ての学校で適切に行われるべきであるため、
100％の目標値を設定する。

学校の安全管理
の取組状況に関
する調査（文部科
学省）

129
県立高校（県立中等教育学校を
含む）の自己評価におけるＡ、Ｂ
評価の項目数の割合

全県立高校（中等教育学校を含む。）で実施している５段
階（Ａ～Ｅ）の自己評価（教育活動その他の学校運営につ
いて、学校、地域の特色及び生徒の実態に応じた目標を
設定し、その達成状況や取組等について自己評価するも
の）におけるA評価及びB評価の割合。魅力ある教育環境
の充実度を示す指標。

自己評価におけるＡ・Ｂ評価の項目
数／全評価項目数×100

83.9％
（平成22年度）

88.9％

平成22年度の段階で、Ａ・Ｂ評価の割合は、既
に比較的高い水準となっており高止まりの傾
向にあるが、平成21年度から平成22年度の増
加率が１ポイント強であることを考慮し、施策の
充実により今後４年間で５ポイント増を目標と
する。

県調査（「県立学
校自己評価表」）

小学校81.2％
（平成22年度）

小学校85.0％

中学校67.5％
（〃）

中学校71.0％

131
インターンシップを行っている県
立高校（県立中等教育学校を含
む）の割合

県立高校（中等教育学校を含む）におけるキャリア教育の
一環として、インターンシップを取り入れている学校の割
合。生徒の望ましい勤労観・職業観や社会的・職業的自
立に対する心構えを育む教育の推進状況を示す指標。

インターンシップを実施した学校数
／県立高校（中等教育学校を含む）
の学校数×100 83.9％

（平成22年度） 87.9％

インターンシップの実施については、受入企業
の数の上からも実施が難しい状況であるが、
施策の充実により毎年1ポイント増加させること
を目標とする。

県調査（「職場体
験・インターンシッ
プの実施状況調
査」）

132
道徳の時間の年間指導計画に
体験活動を活かす工夫を位置
づけている学校の割合

公立小・中学校における道徳の時間の年間指導計画に、
豊かでたくましい心を育成するための体験活動の活用を
位置付けている学校の割合。体験活動の充実度を示す
指標。

位置付けのある学校数／全小・中学
校×100

81.0％
（平成23年度） 100％

体験活動自体は、既にすべての学校で実施さ
れているため、全教職員を対象とした教育課
程研究集会において周知を図ることにより、全
ての学校における道徳の時間の年間指導計
画での位置付けを達成することを目標とする。

県調査（「愛媛県
学校教育に関する
調査」）

小５男子60.6％
（平成22年度）

小５男子65.0％

小５女子41.9％
（〃）

小５女子45.0％

中２男子31.4％
（平成22年度） 中２男子27.0％

中２女子16.0％
（〃）

中２女子12.0％

小５男子27.2％
（〃）

小５男子23.0％

小５女子24.2％
（〃）

小５女子20.0％

135
進学・就職希望者の希望達成
度の割合（県立特別支援学校
高等部卒業者）

県立特別支援学校高等部卒業生で進学・就職を希望した
者のうち、希望を達成した者の割合。施策目標の達成状
況を示す指標。

進学・就職希望の達成者数／進学・
就職希望者数×100

91.2％
（平成22年度）

95.0％

高等部卒業生の進路状況は、生徒の障害の
程度や社会情勢の影響を受けるが、希望達成
率はここ３年９０％を超える良好な状況である
ため、今の水準を維持するとともに、進学指
導、職業教育の充実を図ることにより、毎年
１％増の向上を目標とする。

県調査（「県立特
別支援学校進路
状況調査」）

136

公立学校において、特別な支援
が必要な幼児児童生徒のため
の個別の教育支援計画を作成
している学校の割合

特別支援教育の充実のために必要となる、学校と保護
者、関係機関等との連携方策を具体的に示した個別の教
育支援計画を作成している学校の割合。特別支援教育の
充実度を示す指標。

個別の教育支援計画を作成してい
る学校数／特別な支援が必要な児
童等が在籍する学校数×100 89.9％

（平成22年度）
100％

障害のある幼児児童生徒の支援に当たって
は、個別の教育支援計画の作成が重要である
ことから、支援が必要な全ての幼児児童生徒
について作成することを目標とする。

特別支援教育体
制整備状況調査
（文部科学省）

小学校81.2％
（平成22年度）

小学校85.0％

中学校67.5％
（〃）

中学校71.0％

138
研修を受講した教員による授業
への活用度

研修後の追跡調査で、受講した研修の内容を学校教育の
中で活用したと答えた教員の割合。受講内容を受講者な
りに解釈し、それぞれの場面に応じて適切に活用したとい
うことにより、教員の資質・能力の向上が客観的に判断で
きる指標。

活用したと回答した受講者／受講者
数×100

74.9％
（平成22年度）

85％

　平成21年度から22年度にかけて、8ポイント
上昇したが、既に上げ止まりであることを考慮
し、4年間で10ポイントの上昇を目標に設定し
た。

県調査（県総合教
育センター研修効
果測定）

36）安心して産
み育てることが
できる環境づく
り

40）特別支援教
育の充実３

ひ
と

14

15

37）子ども・若者
の健全育成

38）魅力ある教
育環境の整備

41）教職員の資
質・能力の向上

39）確かな学
力・豊かな心・
健やかな体を育
てる教育の推進

児童生徒の授業の理解度

全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙調査において、
国語・算数（数学）の授業が理解できていると答えた児童
生徒の割合。児童生徒の授業の理解状況を示す指標。

130

児童生徒の授業の理解度

全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙調査において、
国語・算数（数学）の授業が理解できていると答えた児童
生徒の割合。児童生徒の授業の理解状況を示す指標。

137
再掲

133

134

体育の授業以外で週３日以上
運動をしている児童の割合

全国体力・運動能力、運動習慣
等調査における総合評価がＤ、
Ｅである児童生徒の割合

小学校5年生及び中学校2年生を対象に毎年実施される
「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」において、その
総合評価がD及びEであった児童生徒の割合。児童生徒
の体力・運動能力の状況を示す指標。

全国学力・学習状況調査児童生徒
質問紙調査において、国語・算数
（数学）の授業が理解できているかと
の質問に「あてはまる」「どちらかとい
えばあてはまる」と答えた児童生徒
／回答児童生徒数×100

全国学力・学習状況調査児童生徒
質問紙調査において、国語・算数
（数学）の授業が理解できているかと
の質問に「あてはまる」「どちらかとい
えばあてはまる」と答えた児童生徒
／回答児童生徒数×100

全国学力・学習状
況調査（文部科学
省）

全国体力・運動能力、運動習慣等調
査における総合評価がＤ、Ｅである
児童生徒の数／調査対象児童生徒
数×100

全国体力・運動能
力、運動習慣等調
査（文部科学省）

全国体力・運動能
力、運動習慣等調
査（文部科学省）

体力の二極化傾向を改善するための指標であ
ることから、前年よりも状況が向上するよう毎
年１％の減少を目標値として設定。

全国学力・学習状
況調査（文部科学
省）

1年につき1ポイント、4年間で4ポイントの上昇
を目標値として設定。

週3日以上授業以外で運動・スポー
ツをしていると答えた児童（小学5年
生）／調査対象児童×100

　授業の理解度は既に比較的高い水準となっ
ており高止まりの傾向にあるが、小学校は、過
去３年間で平均１．２ポイント程度上昇している
ことをもとに、授業内容の改善により、毎年1ポ
イントの上昇が可能と考え、目標値を設定し
た。
　中学校は、過去３年間で平均０．６ポイント程
度上昇していることをもとに、授業内容の改善
より、1ポイント程度の上昇が可能と考え、目標
を設定した。

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の調査対象である
小学校5年生において、体育の授業以外で週3日以上運
動・スポーツを実施している者の男女別の割合。児童の
健やかな体の育成や体力の向上に向けた取組み状況を
示す指標。

　授業の理解度は既に比較的高い水準となっ
ており高止まりの傾向にあるが、小学校は、過
去３年間で平均１．２ポイント程度上昇している
ことをもとに、授業内容の改善により、毎年1ポ
イントの上昇が可能と考え、目標値を設定し
た。
　中学校は、過去３年間で平均０．６ポイント程
度上昇していることをもとに、授業内容の改善
より、1ポイント程度の上昇が可能と考え、目標
を設定した。
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139
図書館の県民１人当たりの年間
貸出冊数

公立図書館において、県民一人当たりが１年間に借りる
図書冊子数。生涯学習活動の個々 人での広がりを示す
指標。

愛媛県内の公立図書館年間個人貸
出冊数／県人口

4.6冊
（平成22年度）

5.4冊

平成17年度と平成21年度を比較した際の公立
図書館の国民一人当たりの貸出冊数の伸び
率（116.7％）を、本県の平成22年度と目標年度
を比較した際の伸び率と仮定して算出した数
値を目標とする。

日本の図書館（日
本図書館協会）

140
生涯学習の講師として登録して
いる者の数

えひめマナビィ人材データバンクに登録された生涯学習
の講師として活動している者の数。生涯学習の県民への
広がりを間接的に示す指標。

実数

832人
（平成22年度）

900人 累計

伸び率が極端に減少した平成22年度を除く過
去5年間（平成17年度～21年度）の伸び率
（102％）を、今後4年間の伸び率と仮定して算
出した平成26年度の数値を基に目標を設定し
た。

えひめマナビィ人
材データバンク

141 学び舎えひめ悠々 大学の対象
講座登録数

県内全域で実施される学び舎えひめ悠々 大学の対象登
録講座数。県内の学習機会の提供の大きな傾向を把握
でき、生涯学習の県民への広がりを間接的に示す指標。

実数

543件
（平成22年度）

1,000件 累計

平成17年度から平成22年度までの平均伸び
率（114％）を今後4年間の伸び率と仮定して算
出した平成26年度の値を基に目標を設定し
た。

県調査

142
追加

総合科学博物館の入館者数

博物館で実施する展示やイベント、講座、講演会などへの
参加者数及び、講習会やピアノ発表会等などの貸館利用
者数の合計。県民による生涯学習活動への参加状況を
示す指標。

実数

208,833人
（平成22年度）

218,000人 単年

平成22年度から生涯学習推進計画における平
成27年度の目標値220,000人までの平均伸び
率101.07％を今後4年間の伸び率と仮定して算
出した平成26年度の値を基に目標を設定し
た。

県調査

143
追加

歴史文化博物館の入館者数

博物館で実施する展示やイベント、講座、講演会などへの
参加者数及び、講習会やピアノ発表会等などの貸館利用
者数の合計。県民による生涯学習活動への参加状況を
示す指標。

実数

101,411人
（平成21年度） 113,300人 単年

平成22年度の入館者数は特異値であるため、
平成21年度から生涯学習推進計画における平
成27年度の目標値115,000人までの平均伸び
率102.23％を今後5年間の伸び率と仮定して算
出した平成26年度の値を基に目標を設定し
た。

県調査

144 国・県指定文化財数

県内の国指定及び県指定の文化財数。文化を次世代へ
継承するという施策目標の成果を示す指標。

実数

525件
（平成22年度）

533件 累計

過去5年間の増加件数の年間平均は約2件で
あることから、年間2件程度を目標にして、文化
財の県指定等を着実に実施することにより、そ
の保存・修理と活用を図る。

県調査

145 県美術館の年間利用者数

1年間に県美術館を利用した人の数。美術館年間利用者
数は、美術学習への参加状況を示し、個性豊かな愛媛文
化の創造という施策目標の成果として、県民における意
欲や広がりを把握することができる指標。

実数

300千人
（平成22年度）

350千人 単年

平成26年度に、愛媛県美術館中期運営計画
における年間利用者数の目標値35万人の達
成を目指す。 県調査

146

県民総合文化祭等への参加者
数（県民文化会館、生活文化セ
ンター、萬翠荘の利用者数を含
む）

県民総合文化祭等（産業文化まつりを除く）への参加者
や、県の文化施設（県民文化会館、県生活文化センター、
萬翠荘）を利用した人の数。県民の文化活動に対する参
加状況や意欲・広がりを示す指標。

実数

875千人
（平成22年度）

882千人 単年

緩やかに人口が減少する中、近年の参加者数
は伸び悩む傾向にあるが、取組みを充実させ
ることにより、現状より7千人増の882千人を目
標とする。

県調査（イベント主
催者等による報
告、各施設年次報
告書）

147 総合型地域スポーツクラブ数

身近な地域に設置されている総合型地域スポーツクラブ
の設置数。県民がいつでも、どこでも、身近な地域でス
ポーツに参加できるようにするための環境の整備状況を
示す指標。

実数

29クラブ
（平成23年度）

50クラブ 累計

県スポーツ振興計画では、平成29年度末の目
標を68クラブ（県人口20,000人に１クラブ）とし
ており、今後、１年間に６～７クラブを設立する
必要があることから、平成26年度末の目標を
50クラブとする。

県調査

削除 総合型地域スポーツクラブの会
員数

身近な地域に設置されている総合型地域スポーツクラブ
の加入者数。県民の生涯スポーツの広がりを示す指標。

実数

4,974人
（平成23年）

9,022人 単年

２６年度末までに、現在の２９クラブから２２クラ
ブを増やす計画である。県内１クラブ平均１８４
人が加入しており、２２クラブでは４,０４８人とな
り、現在の加入数４,９７４人に加算した数を目
標値とする。

県調査

148 競技人口の状況

県体育協会に登録されている各種競技団体の登録人数。
県民の生涯スポーツの広がりを示す指標。

実数

38,161人
（平成22年度）

39,200人 累計

県スポーツ振興計画では、平成29年度末の目
標を40,000人としており、今後、約2,000人の増
加が必要であるため、概ね中間年となる平成
26年度では1,000人程度の増加を目標とする。

県体育協会登録
名簿

149
追加

日本体育協会公認スポーツ指
導者数
（人口千人当たり）

日体協の試験・講習等を経て、同協会に登録されている
スポーツ指導者の人数。県民がいつでも、どこでも、身近
な地域でスポーツに参加できるようにするための環境の
整備状況を示す指標。

日体協に登録されているスポーツ指
導者／県人口×1,000人

1.7人
（平成23年度）

1.9人 累計

県スポーツ振興計画において、平成29年度末
までの７年間に指導者数を2,250人から777人
（H14～H21までの増加分）を増加させるよう計
画しているため、本長期計画の目標年次であ
る平成26年度では指導者数の目標が2,694人
となり、その時点の推計人口（139万人）で人口
1000人当たりの指導者を計算した値を目標と
した。

日本体育協会調
査

150 国民体育大会における総合成
績（天皇杯順位）

国民体育大会における総合成績。国民体育大会は、国内
最大の総合スポーツ大会であり、本県の総合的な競技力
を示す指標。

実数

38位
（平成22年度）

20位台

愛媛県競技力向上対策基本計画において、Ｈ
２４年度から２６年度までの３年間を「充実期」
と位置づけ、その期間の国体目標順位を２０位
台と定めているため。

県調査

151
全国高校総体(インターハイ)入
賞件数

高校スポーツ界最大の総合競技大会である高校総体で
入賞者した数。本県ジュニアの総合的な競技力を示す指
標。

実数

31件
（平成22年度）

40件 単年

愛媛県スポーツ振興計画において、愛媛国体
開催年であるＨ２９年の入賞件数目標を５０件
と定め、それまでに着実な増加を図ることとし
ており、Ｈ２６年度は４０件を目標とする。

県調査

17

16

44）スポーツを
通じた豊かで活
力ある地域づく
り

45）競技スポー
ツの振興

43）個性豊かな
愛媛文化の創
造と継承

42）学び合い高
め合う生涯学習
社会づくり
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152 環境マイスター登録者数

県環境マイスターに登録された者の数。環境教育・学習を
推進する人材の育成状況を示す指標。

実数
94人
（平成23年度）

100人 累計

　過去の実績を踏まえ、毎年一定数増加させ
ることを目指し、目標値を設定。

県調査

153
小・中学校における環境教育年
間指導計画策定率

教科指導やその他の教育活動に環境教育を位置付け、
年間の指導計画を策定している学校の割合。環境教育・
学習の充実度を示す指標。

環境教育年間指導計画を策定して
いる小中学校数／全小中学校数×
100

78.2％
（平成22年度）

82.0％

　環境教育年間指導計画策定率の過去3年間
の平均は77.9％であり、教育課程研究集会等
を通じて、指導を強化することにより、毎年１ポ
イント程度の上昇を目指し、82.0％を目標値と
する。

全国学力・学習状
況調査（文部科学
省）

154 環境教育・学習参加者数

環境マイスター利用者数、こどもエコクラブ登録者数、え
ひめ環境大学受講者数、体験型環境学習センター(えひ
めエコハウス)入館者数の合計。県民への環境教育・学習
の機会提供状況を示す指標。

実数

24,218人
（平成22年度）

前年度より増加 単年

　県が関係する各種施設・イベント等への参加
者数であり、参加者を毎年増加させることを目
標として設定。

県調査

155 環境ＮＰＯ法人数

　「環境の保全を図る活動」を活動分野とする県内の特定
非営利活動法人数。県民の環境保全活動の状況を示す
指標。

実数
109団体
（平成22年度）

前年度より増加 累計

　活動団体を毎年増加させることを目標として
設定。

内閣府ＮＰＯホー
ムページの検索に
よる

156
県地球温暖化防止県民運動推
進会議の会員数

県地球温暖化防止県民運動推進会議の会員数。県民総
ぐるみで取組む地球温暖化防止の活動状況を示す指標。

実数
261団体
（平成23年度）

350団体 累計

　過去の実績を踏まえ、毎年一定数増加させ
ることを目指し、目標値を設定。

県調査

削除
県地球温暖化防止活動推進員
数

温暖化対策推進法に基づき、知事が委嘱している県地球
温暖化防止活動推進員の人数。地球温暖化防止活動の
普及啓発状況を示す指標。

実数
66人
（平成23年度）

100人 累計

　えひめ環境基本計画における指標を目標値
として設定。

県調査

157
追加

県の事務事業に伴う温室効果
ガス排出量の基準年(平成20年
度)に対する割合

県地球温暖化防止実行計画に定められた基準年（平成
20年度）の排出量に対する割合。県自らの温暖化対策の
成果を示す指標。

（当該年度の県の事務事業に伴う温
室効果ガス排出量／平成20年度の
県の事務事業に伴う温室効果ガス
排出量-1）×100

-4.5％
（平成22年度）

-7.0％

　県地球温暖化防止実行計画に定めた平成25
年度の削減目標-6%に、省エネ法で義務付け
られた年平均1%の削減努力を考慮して、7%に
設定

県調査

158
県内の温室効果ガス排出量の
基準年（平成２年度）に対する
割合

京都議定書に定められた基準年(平成２年度)の排出量に
対する割合。地球温暖化対策の成果を示す指標。

（当該年度の県内の温室効果ガス
排出量／平成２年度の県内の温室
効果ガス排出量-1）×100 +5.5％

（平成20年度）
-15.0％
（平成32年度）

　国が定めた平成32年の温室効果ガス削減目
標(-25％)から、国外対策分(-10％)を差し引い
た-15％を目標値に設定。

県調査

159 一般廃棄物のリサイクル率

一般廃棄物が再利用されている割合。循環型社会の推
進状況を示す指標。

｛（直接資源化量+中間処理後再生
利用量+集団回収量）／（市町村処
理量+集団回収量）｝×100 18.1％

（平成21年度）

平成23年度中に
策定する循環型
社会推進計画に
基づき設定

　平成23年度中に策定する第三次えひめ循環
型社会推進計画に基づき、目標値を設定す
る。

一般廃棄物処理
実態調査（環境
省）

160 優良リサイクル製品等認定数

学識経験者等で構成する「資源循環優良モデル認定審査
会」において審査し、知事が認定する愛媛県資源循環優
良モデル認定制度の認定総数。環境負荷の低減に取り
組んでいる事業者の状況を示す指標。

実数

100件
（平成22年度）

136件 累計

　過去５年の平均である6.8件／年以上の認定
を目指し、136件（9件／年）を目標値とする。 県調査（愛媛県資

源循環優良モデ
ル認定制度）

161
産業廃棄物の不法投棄等不適
正処理事案の改善率

不法投棄等不適正処理事案のうち、改善済み件数の割
合。産業廃棄物の不適正処理事案の是正状況を示す指
標。

改善済み件数／不適正処理事案発
見件数×100 76.0％

（平成22年度）
80.0％

　改善率は低下傾向にあるため、過去３年の
平均値への回復を目指し、80％を目標値とす
る。

県調査

162 産業廃棄物処理業者への立入
検査における不適格件数

産業廃棄物処理業者への立入検査において、不適格とさ
れた事業者の数。産業廃棄物が適正に処理されている状
況を示す指標。

実数
3件
（平成22年度）

0件

　許可業者における処理は適正にされるべき
であり、0件を目標値とする。 県調査

163 大気環境基準達成率

環境基本法に基づく大気環境基準の達成率。生活環境
（大気）の状況を示す指標。

達成地点数／測定地点数×100
85.7％
（平成21年度） 100％

　県内全ての地点で環境基準が達成されるこ
とを目指し、100％を目標値として設定。

県調査

164 水質環境基準達成率

環境基本法に基づく公共用水域（河川・湖沼・海域）の水
質環境基準の達成率。生活環境（水質）の状況を示す指
標。

達成水域数／測定水域数×100
82.1％
（平成22年度）

100％

　県内全ての地点で環境基準が達成されるこ
とを目指し、100％を目標値として設定。

県調査

ばい煙100％
（平成22年度） ばい煙100％

排水98.9％
（〃）

排水100％

166 高圧ガス等事故発生件数

高圧ガス事故件数（容器盗難を除く）、ＬＰガス事故件数、
火薬類事故件数（消費中事故を除く）の合計。高圧ガス等
の事故防止対策の進捗状況を示す指標。

実数

9件
(平成18～22年度
の平均)

9件以下 単年

　事故発生件数については、年度によって増
減があるが、本県の事故発生件数は、概ね全
国平均の８割程度という低い水準で推移して
いることから、平成18～22年度の平均9件以下
を目標とする。

高圧ガス関係事
故年報
液化石油ガス関
係事故年報
火薬類災害事故
年報

167
自然公園、四国のみちの利用
者数

県内の自然公園と四国のみちの年間利用者の合計。自
然環境の保全状況や施設整備の事業効果を始め、自然
と人との共生の実現の度合いを示す指標。

実数

5,442千人
（平成22年度）

5,442千人以上
単年

　近年、利用者数はレジャーの多様化や節約
志向等により減少傾向にあることから、現状以
上を目標とする。 県調査（市町から

の報告）

168
自然保護指導員・野生動植物
保護推進員等の人数

県が委嘱する自然保護指導員、野生動植物保護推進員
及び鳥獣保護員の合計。豊かな自然環境や野生動植物
を保護する人材確保の状況を示す指標。

実数

170人
（平成23年度）

180人 累計

　高齢化の影響により、引受け手が少なくなっ
ている現状を踏まえ、自然保護指導員は現在
の90名の枠を確保、野生動植物保護推進員
は、現在の28名から10人の増加、鳥獣保護員
は現在の52名の枠を確保することを目指し、
180人を目標値とする。

県調査

169 鳥獣保護の違反件数

県が鳥獣の保護及び狩猟に関する法律の違反情報を確
認した件数（警察からの法律違反被疑事件送致通知書を
含む）。自然保護の意識啓発の効果を示す指標。

実数
11件
（平成22年度） 0件 単年

　自然と人との共生の実現を目指し、０件を目
標値とする。

県調査

170 生物多様性の認識度

県民生活に関する世論調査で「生物多様性」という言葉を
知っている県民の割合。県民が生物多様性の重要性を認
識しているかを示す指標。

「生物多様性」という言葉を知ってい
る回答数／設問の回答数×100 39.0％

（平成21年度）
45.0％

　生物多様性えひめ戦略の指標（平成28年度
の目標値51％）を基に、目標値を設定。 県調査（県民世論

調査）

171 絶滅のおそれのある野生生物
の割合

県レッドデータブックに記載されている絶滅のおそれのあ
る野生生物の割合。豊かな自然環境と生物多様性の保
全の状況を示す指標。

絶滅のおそれのある野生生物／愛
媛県産野生動植物目録数×100

15.0％
（平成14年度）

15.0％

　地球上の生きものは恐竜が滅んだときよりも
はるかに早いスピードで絶滅しているといわ
れ、生物多様性の状態は悪化し続けており、
当面の間は、現状維持を目標値とする。（生物
多様性えひめ戦略における目標値）

県調査（県レッド
データブック）

172
都市農村交流（グリーン・ツーリ
ズム）施設における年間宿泊者
数

一年間で県内都市農村交流（グリーン・ツーリズム）施設
に宿泊した人数。都市と農山漁村の交流の状況を示す指
標。

実数
71.8千人
（平成22年度）

78.1千人 単年

農林水産省における当該施策の平成23年度
の目標指標にある年間増加率（平成22年度か
ら毎年102.12％増加）を適用し推計。

県調査（都市農山
漁村交流調査）

173
農地や農業用水などの保全活
動に取り組む地区数

農地・水環境保全向上対策による共同活動や向上活動を
実施している地区数（協定組織数）。農地や農業用水等
の保全活動や農業農村の多面的機能の発揮を図る地域
の活動状況を示す指標。

実数

427地区
（平成22年度） 640地区 累計

農用地面積の概ね50％となる22,900haに対
し、農地・水環境の保全向上のために必要な
協定組織数を設定。 県調査

174 県外からの移住者数

県及び市町の移住相談窓口を経由して県外から移住した
者の数。地域の振興・活性化に向けた取組みの成果とし
て、都市住民の誘致による地域の新たな担い手の確保状
況を示す指標。

実数

51人
（平成22年度）

70人 単年

過去の実績でも増減を繰り返しており、今後も
大幅な増加は見込みにくいことから、これまで
の実績の最大値（60人）を上回る水準を維持す
るという考え方で、過去４年間の平均値の1.5
倍を目標とする。
（19年度～22年度平均46.75人×1.5倍≒70人）

県調査

175 住宅用太陽光発電設備の導入
率

住宅用太陽光発電設備が設置されている一戸建住宅の
割合。太陽光発電等の導入促進への取組みを示す指
標。

RPS法（電気事業者による新エネル
ギー等の利用に関する特別措置法）
認定設備件数／一戸建件数（住宅・
土地統計調査（総務省）のデータ）×
100

1.92％
（平成21年度）

平成24年度を目
途に策定する「え
ひめ新エネルギー
ビジョン(仮称)」に
おいて設定

今後、提示が予想される国の導入目標を踏ま
え決定する予定。

四国経済産業局
調べ

176
新エネルギー導入実績（原油換
算）

各種新エネルギーの導入実績について単位を統一(原油
換算）して合計したもの。再生可能エネルギーの利用促進
状況を示す指標。

実数

20.6万kl
（平成23年度）

平成24年度を目
途に策定する「え
ひめ新エネルギー
ビジョン(仮称)」に
おいて設定

今後、提示が予想される国の導入目標を踏ま
え決定する予定。

県調査

177
バイオディーゼル燃料（混合軽
油）生産量

軽油特定加工業者が製造するバイオディーゼル燃料５％
混合軽油の量。バイオディーゼル燃料の普及状況を示す
指標。

軽油特定加工業者における製造実
績

557ｋｌ
（平成22年度）

5,000ｋｌ
（平成32年度） 単年

　国のエネルギー基本計画におけるバイオ燃
料導入目標（３％）を踏まえ、県内の軽油販売
量の３％を設定。 県調査

48）環境への負
荷が少ない循環
型社会の構築

４
環
境

52）再生可能エ
ネルギーの利用
促進

49）良好な生活
環境の保全

50）豊かな自然
環境と生物多様
性の保全

18

51）魅力ある里
地・里山・里海
づくり

19

46）環境教育・
学習の充実と環
境保全活動の
促進

47）地球温暖化
対策の推進

大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づく立入調査
において排出基準に適合している事業場の割合。生活環
境（大気・水質）における発生源対策の進捗状況を示す指
標。

165
法令等に基づく工場等立入調
査における排出基準等適合率

基準適合事業場数／立入事業場数
×100

　全事業場で法令等に基づく排出基準が遵守
されることを目指し、100％を目標値として設
定。 県調査
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（平成26年度)
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178 木質ペレット年間生産量

県内におけるスギ・ヒノキ間伐材等を利用した木質ペレッ
トの年間生産量。木質ペレットの年間生産量により、木質
バイオマスの利用状況を示す指標。

実数

1,255ｔ
（平成22年度）

3,000ｔ 単年

県内における木質ペレットの生産能力や今後
の施策効果を考慮し目標値を設定。

県調査

179
国内クレジット及びオフセット・ク
レジット（J-VER）認証件数

中小企業等が大企業等から資金の提供を受け、共同で
取り組む温室効果ガス排出削減事業のうち、その削減分
が「国内クレジット」として認証された数と、温室効果ガス
排出削減・吸収プロジェクトにより実現された排出削減・吸
収量を「オフセット・クレジット（J-VER）」として認証された
数の合計。県内企業の低炭素ビジネス参入の成果を示す
指標。

実数

5件
（平成22年度）

30件 累計

国内クレジットについては、国内クレジット認証
前の排出削減事業計画を提出している県内企
業が13件あり、認証済みの６件（平成23年度認
証済み1件）を加えて累計19件となっている。ま
た、オフセット・クレジット（J-VER）については、
認証済みの2件（平成23年度認証済み）に、認
証前のプロジェクト登録数3件を加えて累計5件
で、両者で累計24件となっている。今後、新た
な認証案件が発生することを見込んで、目標
値は30件とする。

国内クレジット認
証委員会集計
オフセット・クレ
ジット登録簿

180 ＥＶ関連製品の開発や製造に取
り組み始めた企業数

県ＥＶ開発センターの研究成果等を活用して、ＥＶ関連製
品の開発や製造に取り組み始めた企業数。企業数の多
寡が施策効果に直結しており、ＥＶ開発プロジェクト推進
事業による研究開発及び事業化支援の成果を示す指標。

実数

3件
（平成22年度）

15件 累計

平成22年度の現状値を踏まえ、年間3件程度
を目標とし、H22年度からH26年度までの累計
を目標値に設定した。 県調査

181
再掲

人工林における間伐実施面積

森林（民有林）のうち、人工林で間伐を実施した面積。森
林の健全な保全育成の状況を示す指標。

実数

8,907ha/年
（平成22年度）

9,500ha/年 単年

「えひめ森林・林業振興プラン」では、施業の集
約化や担い手の確保などを図ることから、その
施策効果を考慮し、計画期間中（H23～27）、
毎年、9,500haの間伐実施を目標としている。そ
のため、平成26年度においても9,500haを目標
とする。

定期報告（森林環
境保全整備事業
及び森林居住環
境整備事業の実
績）

182 森との交流人口

森林環境税対象事業により実施した交流会等で森林（木
材等を含む）と交流した人の数。森林に対する理解や森
林づくりへの県民参加の促進に対する成果を示す指標。

実数

203,631人
（平成22年度）

720,000人 累計

平成22年度からの５年間における森林環境税
対象事業では、平成21年度までの５年間の実
績から県民の約半数が森との交流を持つこと
を目標とした施策展開を実施しているため、
720,000人が森と交流することを目指し設定。

県調査（森林環境
税事業の実績調
査）

183
再掲

県内の木材（加工前の丸太の
状態）生産量

スギ・ヒノキを中心とする木材（加工前の丸太の状態）の
年間生産量。森林資源の活用を通じた森林整備・林業経
営の強化の状況を示す指標。

実数

453千m3
（平成22年度） 610千m3 単年

「えひめ森林・林業振興プラン」において、森林
資源の育成状況と施策効果（就業者数・機械
化等）により利用可能な木材量から、平成27年
度の目標値を650千m3と設定していることか
ら、平成26年度の数値を推計し設定。

木材統計調査（農
林水産省）

20 53）低炭素ビジ
ネスの振興

54）恵み豊かな
森林（もり）づくり


